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この度は、クラウド勤怠管理システム「HRMOS勤怠 by IEYASU」にお申込いただき

誠にありがとうございます。

本マニュアルは、フレックスタイム制の設定に重点をおいたクイックスタート

マニュアルです。フレックスタイム制に関する重要なポイントや設定⽅法、よくある

質問などを１つのマニュアルにまとめご案内しております。

なお、シフトの設定や休暇管理などは別マニュアルをご⽤意しておりますので、

HRMOS勤怠ヘルプページより、そちらマニュアルをご参照くださいませ。

はじめに

■ 本マニュアルの⽬的
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１.フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法



１.フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法

・1⽇の労働時間で残業を集計
・8時間などの1⽇の所定時間を超過した場合に残業を集計する
→運⽤① 労働形態︓⼀般（出退勤時間が⾃由なだけのフレックスタイム制）

・清算期間1-3ヶ⽉の労働時間で残業を集計
・暦⽇28⽇-160時間等の「法定労働時間」を超過した場合に残業を集計する
→運⽤② 労働形態︓フレックスタイム制（法定労働時間超）

・清算期間1-3ヶ⽉の労働時間で残業を集計
・清算期間の「合計所定時間」を超過した場合に残業を集計する
→運⽤③ 労働形態︓フレックスタイム制（所定時間超）

残業代の集計⽅法によって３種類の運⽤⽅法に分かれます。給与計算システム
の集計ルールに則して適切な運⽤⽅法を選択してください。
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１.フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法

運⽤①労働形態︓⼀般（出退勤時間が⾃由なだけのフレックスタイム制）
・出社時間、退社時間は社員のライフスタイルに合わせる（出退勤時間が⾃由）
・基本的には1⽇の「所定時間」を超過した場合に残業として集計する
・１⽇の所定労働時間に対して不⾜した労働時間を翌⽇に繰り越し補うことができる

⾃由な時間での勤務を認めることに重点をおいており、残業代については、出退勤時間にかかわらず
１⽇の所定労働時間超過分を⽀払う運⽤が「運⽤①」にあたります。

運⽤②労働形態︓フレックスタイム制（法定労働時間超）
1-3ヶ⽉の清算期間の労働時間で残業を集計し、1-3ヶ⽉の清算期間内の「法定労働時間」（もしく
は会社で定められた時間）を超過した分を残業として集計する運⽤が「運⽤②」にあたります。

■1ヶ⽉単位の総労働時間 ※総枠は任意の時間数に変更可能
（暦⽇）28⽇ ーー（法定労働時間）160.0時間
（暦⽇）29⽇ ーー（法定労働時間）165.42時間
（暦⽇）30⽇ ーー（法定労働時間）171.24時間
（暦⽇）31⽇ ーー（法定労働時間）177.06時間
（例）4⽉の勤怠は、1ヶ⽉の労働時間が171.24時間した場合に残業として集計する。

運⽤③労働形態︓フレックスタイム制（所定時間超）
⽉の法定労働時間の超過分を⽀払うではなく、1-3ヶ⽉の清算期間内の「合計所定時間」を超過した
分を残業として集計する運⽤が「運⽤③」にあたります。
（例）
1⽇の所定時間︓8時間
1ヶ⽉の出勤⽇数︓22⽇
1ヶ⽉の「合計所定時間」︓176時間（8時間×22⽇）
1ヶ⽉の労働時間が176時間を超過した場合に残業として集計します。
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２.それぞれの集計項⽬の違い



２.それぞれの集計項⽬の違い

「フレックスタイム制」「裁量労働制」「変形労働時間制」などの労働形態を従業員と
紐づけることで、従業員の⽇次勤怠画⾯の下部にその労働形態特有の集計結果が表⽰される
ようになります。

7

共通の集計項⽬
（⽇次勤怠項⽬設定画⾯より表⽰/⾮表⽰を設定可能）

労働形態に合わせて
特有の集計項⽬



フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法別に、集計項⽬をご紹介します。
（各項⽬の表⽰/⾮表⽰の設定⽅法は「３-２.⽇次勤怠・項⽬設定」の段落でご紹介します）

２.それぞれの集計項⽬の違い

運⽤①労務形態︓⼀般（出退勤時間が⾃由
なだけのフレックスタイム制）

運⽤①の場合、労働形態は「⼀般」

なので労働形態特有の集計項⽬はありま
せん。⽇次勤怠画⾯の下部の「勤務時
間」の項⽬をご覧ください。

【詳細】

Q. ⽇次勤怠に表⽰する各項⽬の集計ロ
ジックは︖

運⽤②労務形態︓フレックスタイム制
（法定労働時間超）

運⽤②の場合、⽇次勤怠画⾯の下部の
「フレックスタイム制（法定労働時間
超）」の項⽬をご覧ください。

【詳細】

Q. 各労働形態の計算ロジックは︖

運⽤③労務形態︓フレックスタイム制
（所定時間超）

運⽤③の場合、⽇次勤怠画⾯の下部の
「フレックスタイム制（所定時間
超）」の項⽬をご覧ください。

【詳細】

Q. 各労働形態の計算ロジックは︖

https://faq.ieyasu.co/kintai/6540/
https://faq.ieyasu.co/kintai/1525/
https://faq.ieyasu.co/kintai/1525/


３.設定⽅法



３-１.勤怠設定



まずはフレックスタイム制に対応できるシステムへ変更するために、勤怠設定画⾯へ移動し
ます。

３-１.勤怠設定（設定箇所）

左上部メニューより「勤怠」を押下
します。

次に上部メニューより「システム管
理」を押下します。

左サイドメニューが表⽰される

「勤怠設定」を押下します。

「勤務形態タブ」から、労働形態に
関わる各種設定を確認・編集するこ
とができます。

次のページでフレックスタイム制に
対応する設定⽅法を、運⽤⽅法別に
ご紹介します。



フレックスタイム制に対応できるシステムへ変更するための設定を⾏います。
フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法別に設定⽅法をご紹介します。

３-１.勤怠設定（設定内容詳細）

運⽤①労務形態︓⼀般（出退勤時間が
⾃由なだけのフレックスタイム制）

労働形態︓⼀般

運⽤②労務形態︓フレックスタイム制（法
定労働時間超）

労働形態︓フレックスタイム制

清算期間︓1-3ヶ⽉のいずれかを選択

時間外労働時間︓法定労働時間超

１ヶ⽉の総枠︓

暦⽇ごとに法定労働時間を⼊⼒

※国で設定されている計算式に基づいた初
期値を予めセットしています。

運⽤③労務形態︓フレックスタイム制
（所定時間超）

労働形態︓フレックスタイム制

清算期間︓1-3ヶ⽉のいずれかを選択

時間外労働時間︓所定時間超



３-２.⽇次勤怠・項⽬設定



⽇次勤怠画⾯表⽰させる項⽬を選択します。
（⽇次勤怠の上部表⽰項⽬、⽇次勤怠の下部に表⽰する集計項⽬、csv出⼒項⽬を選択します）

３-２.⽇次勤怠項⽬設定（設定が反映される場所）

⽇次勤怠・項⽬設定画⾯

勤怠管理 > システム管理 > 

⽇次勤怠・項⽬設定にて設定した

内容です。

⽇次勤怠画⾯

勤怠管理 > ⽇次勤怠画⾯最下部に

表⽰されている集計項⽬に反映

されます。

※集計項⽬はP25「3-4.社員登録」の

「労働形態」「時間外労働時間」の

設定をもとに表⽰されます。

フレックス法定労働時間超 フレックス所定時間超

⽇次勤怠・項⽬設定画⾯
⽇次勤怠の下部に表⽰する集計項⽬（システム利⽤者のみ設定可）

⽇次勤怠画⾯
⼀般利⽤者が⾃⾝の⽇次勤怠を確認する画⾯



⼀般社員・承認者・システム管理者ごとに、⽇次勤怠の画⾯に表⽰させる項⽬を設定します。

３-２.⽇次勤怠・項⽬設定（設定箇所）

左上部メニューより「勤怠」を押下
します。

次に上部メニューより「システム管
理」を押下します。

左サイドメニューの「⽇次勤怠項⽬
設定」を押下します。

⽇次勤怠・項⽬設定画⾯

⽇次勤怠に表⽰させる（CSV出⼒）
各項⽬の設定を確認することができ
ます。表⽰・⾮表⽰は権限ごとに設
定可能です。

次のページで設定⽅法をご紹介しま
す。



⼀般社員・承認者・システム管理者ごとに、⽇次勤怠の画⾯に表⽰させる項⽬を設定します。
フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法別に設定⽅法をご紹介します。

３-２.⽇次勤怠・項⽬設定（設定内容詳細）

運⽤①労務形態︓⼀般（出退勤時間が
⾃由なだけのフレックスタイム制）

労働形態が「⼀般」である運⽤①は、
労働形態特有の項⽬はありません。

「勤務時間」の項⽬群の中から表⽰
させたい項⽬にチェックを⼊れます。

運⽤②労務形態︓フレックスタイム制（法定労働
時間超）

「フレックスタイム制（法定労働時間超）」の項
⽬群の中から表⽰させたい項⽬にチェックを⼊れ
ます。

※清算期間が1ヶ⽉の場合、

以下の項⽬は必要ありませんので

チェックを外します。

・[清算期間]の残業時間

・[清算期間]の不⾜時間

運⽤③労務形態︓フレックスタイム制（所定時間
超）

「フレックスタイム制（所定時間超）」の項⽬群
の中から表⽰させたい項⽬にチェックを⼊れます。

※清算期間が1ヶ⽉の場合、

以下の項⽬は必要ありませんので

チェックを外します。

・[清算期間]の残業時間

・[清算期間]の不⾜時間



３-３.勤務区分



⽇次勤怠や届出機能で申請する「フレックスタイム制⽤の勤務区分」の設定を⾏います。

３-３.勤務区分（設定が反映される場所）

社員が、⽇次勤怠の申請を⾏う際に
選択する「勤務区分」を設定します。

各勤務区分に、予め詳細なルールを

設定しておくことにより、

社員が申請した勤務区分をもとに、

⽉次集計・給与計算が可能になり

ます。

⽇次勤怠編集画⾯

勤務区分画⾯

「出勤」の勤務区分についての詳細設定



３-３.勤務区分（設定箇所）

左上部メニューより「勤怠」を押下
します。

上部メニューの「システム管理」を
押下します。

左サイドメニューが表⽰されますの
で「勤務区分」を押下します。

勤務区分設定画⾯

こちらの画⾯より設定します。

フレックスタイム制の勤務区分として
「FLEX（コア有）」
「FLEX（コア無）」
が予め設定されております。

どちらかを「コピー登録」することで円滑
に設定を進めることができますので、是⾮
予め登録されている勤務区分をご活⽤くだ
さい。

⽇次勤怠や届出機能で申請する「フレックスタイム制⽤の勤務区分」の設定を⾏います。



⽇次勤怠や届出機能で申請する「フレックスタイム制⽤の勤務区分」の設定を⾏います。

３-３.勤務区分（設定内容詳細）

【POINT】

❶１⽇の所定時間を設定

❷所定内労働時間︓変形労働
制（フレックス含む）

❸法定時間外労働︓所定時間
超

❹実働時間が所定時間

に満たない分をマイナス表

⽰する場合「マイナス可」に
チェック

❺コアタイム有の場合

勤務時間にコアタイムを

⼊⼒（10:00-15:00等）し

遅刻時間/早退時間︓含める

と設定する

※コアタイムがない場合や

遅刻/早退の集計をしない

場合は「勤務時間」「遅刻時
間/早退時間」の設定は必要あ
りません。

❺

❶

❷

❸

❺

❹



⽇次勤怠や届出機能で申請する「フレックスタイム制⽤の勤務区分」の設定を⾏います。

３-３.勤務区分（設定内容詳細）

❶所定時間︓

１⽇の所定時間を設定します

❷所定内労働時間︓

変形労働制（フレックス含む）を選択

（例）所定労働時間が9:00-18:00（休憩
1時間,労働時間8時間）の会社で9:30-
18:30で勤務した場合

「通常時間管理」
→30分遅刻、30分残業で集計

「変形労働制（フレックス含む）」
→遅刻も残業も集計されない

❸法定時間外労働時間︓

「8時間超」or「所定時間超」を選択

（例）所定労働時間7.5時間（9:00-
17:30）の会社で9:00-18:30（8.5時
間）勤務した場合

「8時間超」
→残業時間は30分として集計

「所定時間超」
→残業時間は1時間として集計

❷

❶

❸



⽇次勤怠や届出機能で申請する「フレックスタイム制⽤の勤務区分」の設定を⾏います。

３-３.勤務区分（設定内容詳細）

❹法定時間外労働時間︓マイナス可

（例）
所定労働時間8時間の会社で以下のように勤
務した場合
⽉曜⽇ 8時間勤務
⽕曜⽇ 7時間勤務
⽔曜⽇ 9時間勤務

「マイナス可」チェック無
→⽕曜⽇は1時間分控除、⽔曜⽇は1時間残業

として集計

「マイナス可」にチェック有
→⽕曜⽇と⽔曜⽇の勤務時間が均され
⽕曜⽇と⽔曜⽇も早退残業が集計されない

※コアタイム有の場合

❺勤務時間︓コアタイムを⼊⼒

遅刻時間/早退時間︓含める

「勤務時間」ので設定したコアタイムを
基準に遅刻/早退を判定します。

※コアタイムがない場合や遅刻早退の集
計をしない場合は「遅刻時間/早退時
間︓含めない」と設定してください。

❹

❺

❺



３-４.社員登録



３-４.社員登録（設定箇所）

左上部メニューより「勤怠」を押下

します。

次に上部メニュー「システム管理」

を押下します。

左メニュー最上部の「社員」を

押下します。

「フレックスタイム制」が適⽤され
る従業員のテキストリンクを押下し

その従業員の詳細を編集します。

フレックスタイム制の従業員に対して フレックスタイム制の設定を⾏います。



フレックスタイム制の従業員に対して フレックスタイム制の設定を⾏います。

３-４.社員登録（設定内容詳細）

勤務区分の項⽬にて、3-3.勤務区分
で登録した「フレックスタイム制」
の勤務区分と、この社員が利⽤する
勤務区分にチェックを⼊れます。

出退勤 初期表⽰の項⽬にて「フレッ
クスタイム制」の勤務区分を選択し
ます。

運⽤①労務形態︓⼀般（出退勤時間が
⾃由なだけのフレックスタイム制）

労働形態︓⼀般

運⽤②労務形態︓フレックスタイム
制（法定労働時間超）

労働形態︓フレックスタイム制

清算期間︓1-3ヶ⽉のいずれかを選
択

時間外労働時間︓法定労働時間超

運⽤③労務形態︓フレックスタイム
制（所定時間超）

労働形態︓フレックスタイム制

清算期間︓1-3ヶ⽉のいずれかを選
択

時間外労働時間︓所定時間超



４. よくある質問



４. よくある質問

■よくある質問

Q. 勤務形態がバラバラでも対応可能︖（フレックス、裁量、変形労働、固定、
シフト等）

Q. フレックスタイム制へ変更する際の注意点は︖

Q. フレックスタイムと変形労働時間制の設定上の違いは︖

Q. コアタイム有のフレックスタイムの勤務区分のはどう設定すべき︖

Q. コアタイム無のフレックスタイムの勤務区分のはどう設定すべき︖

Q. 週40時間超の集計／1か⽉変形の集計について

■関連記事

【はじめてのHRMOS勤怠】フレックスタイム制、裁量労働時間制など正し
く労務形態を設定する⽅法

【HRMOS勤怠の使い⽅】フレックスタイム制の３つの運⽤⽅法
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https://faq.ieyasu.co/kintai/5704/
https://faq.ieyasu.co/kintai/5576/
https://faq.ieyasu.co/kintai/2615/
https://faq.ieyasu.co/kintai/843/
https://faq.ieyasu.co/kintai/5564/
https://faq.ieyasu.co/kintai/1636/
https://www.ieyasu.co/media/first_ieyasu_labor_type/
https://www.ieyasu.co/media/felx-setting-3type/

